
             

 
  

インフルエンザが猛威をふるっています。お体にお気をつけ

てお過ごしください 
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February 改正情報・案内改正情報・案内改正情報・案内改正情報・案内        

① Ｈ31 年度 協会健保愛知支部の健康保険料率は 1/18 の

愛知支部評議会を経て、9.90%のまま変更なしの見込みとな

りました。ただし、介護保険料率は現在の 1.57％から 1.73％

へと変更の見込み。 

② 健康保険で任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して 2 ヶ月以上の被保険者期

間があること、資格喪失日から 20 日以内に申請することが必要であり、退職時の標準報酬月額を元に保

険料が決まります。ただし、この標準報酬月額には上限があり協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の

平均額で、毎年度見直されることになっています。現在は、28 万円（280 千円）ですが、平成 30 年 9

月 30 日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は 291,181 円となり、平成

31 年度（2019 年度）は 30 万円（300 千円）に引き上げられることが先月発表されました。 

 

③ 2019 年 1 月 8 日)より労働者死傷病報告の様式が改正されています。 

 外国人労働者数が増加する中、外国人労働者に係る労働災害の正確な把握が求められています。そこで

今回、労働者死傷病報告（様式第 23 号）に国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けるとともに、職

員記入欄、備考等について所要の改正が行われています。 

    

4. 名言名句  
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    3. 法改正等ワンポイント   「「「「時間外協定届時間外協定届時間外協定届時間外協定届    Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ」」」」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html 

① 時間外協定届  施行に当たっては経過措置が設けられており、2019 年４月１日（中小企業は 2020

年４月１日）以後の期間のみを定めた 36 協定に対して上限規制が適用されます。2019 年３月 31 日を

含む期間について定めた 36 協定については、その協定の初日から１年間は引き続き有効となり、上限規

制は適用されません。 

    

Ｑ1 施行前（大企業は 2019 年３月 31 日まで、中小企業は 2020 年３月 31 日まで）と施行後（同年

４月１日以後）にまたがる期間の 36 協定を締結している場合 には、４月１日開始の協定を締結し直さな

ければならないのでしょうか。 

Ａ1 改正法の施行に当たっては、経過措置が設けられています。この経過措置によって、施行前と施行

後に跨がる期間の 36 協定を締結している場合には、その協定の初日から１年間に限っては、その協定は

有効となります。したがって、４月１日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から１年経

過後に新たに定める協定から、上限規制に対応していただくこととなります。 
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この事務所通信でも、毎号、労務・社会保険関係でご案内
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